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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年１２月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子  

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和元年８月４日 １８時３０分ごろ 

発生場所 香川県丸亀
まるがめ

市本
ほん

島西方沖 

事故の概要  水上オートバイＳＨＯ
エスエイチオー

は、航行中、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過 令和元年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わな

かった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ ＳＨＯ、０.２トン 

 ２８０－４３６７７香川、個人所有 

 ３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１３２.４kＷ、平成２４年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１６年９月３０日 

  免許証交付日 平成２７年７月１７日 

         （令和２年７月１６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約３.０m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、本島北岸の海水浴場でバーベキュー等を行う目的で、令和

元年８月４日１０時ごろ仲間のプレジャーボート（以下「同航船」と

いう。）と共に香川県多度津町所在のマリーナ（以下「所属マリー

ナ」という。）を出航した。 

本船は、海水浴場でのバーベキュー等を終えた後、船長が１人で乗

り組み、所属マリーナに向けて同航船と帰航中、１８時３０分ごろ本

島西方沖の海草が分布する干出浜（砂泥混合）である園
その

州
す

に停止して

いるところを発見された。 

同航船に乗船していた船長の知人は、船長の姿が見えないことを不

審に思い、付近を探したが、船長を発見できなかった。 

船長の知人は、１８時３０分過ぎに携帯電話で所属マリーナに船長
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の姿が見えなくなった旨の連絡を行った後、１８時４３分ごろ海上保

安庁に同旨の通報を行った。 

船長は、巡視艇、海上保安庁の航空機及び潜水士による捜索では発

見されなかったが、７日０８時３０分ごろ船長の親族により本島南西

方沖の海上で発見された後、医師により死因は溺死（推定）で、推定

死亡時刻が８月４日１８時３０分ごろと検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 船長の知人は、帰航中、船長が救命胴衣を着用していなかったのを

見ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

船長は、溺死した。 

本船は、知人により船長が乗船して本島西方沖を航行していること

を確認された後、本島西方沖の園州に無人の状態で停止しているとこ

ろを発見されたことから、船長が落水したものと推定される。 

船長は、本船から落水して溺死したものと推定されるが、目撃者も

おらず、それらの状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、本島西方沖を航行中、船長が落水して溺水した

ことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・水上オートバイを操船するときは、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船

 
 


